
（第４９号議案）

中野区墓地等の経営の許可等に関する条例新旧対照表
改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（墓地等の経営主体） （墓地等の経営主体）

第３条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければならない。

第３条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければならない。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第

４条第２項の法人（以下「宗教法人」という。）

で、区内において、規則で定める期間継続して

同法第５２条第２項又は第５３条の規定によ

り登記された事務所を開設しているもの

⑵ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第

４条第２項の法人（以下「宗教法人」という。）

で、区内において、規則で定める期間継続して

同法第５条第１項の主たる事務所又は同法第

５９条第１項の従たる事務所を開設している

もの

⑶ （略） ⑶ （略）

２ （略） ２ （略）

第４条～第２３条 （略） 第４条～第２３条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、令和４年９月１日から施行する。

令和４年(202２年) ６月３０日
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（第４９号議案）

宗教法人法の改正について

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第７０号）により、令和４年９月１日以降、会社の支店の所

在地における法務局への登記が廃止される。これに関連して、会社法の一部を改正する法律の整備等に

関する法律（令和元年法律第７１号）により、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地におけ

る登記が廃止されることとなった。

【現行】

【改正後】

従たる事務所Ａ

（支店）

従たる事務所Ｂ

（支店）

従たる事務所Ｃ

（支店）

主たる事務所

（本店）

従たる事務所の所在地においても登記が必要

宗教法人法第５９条（要旨）

従たる事務所を新たに設けた、移転等があった場合、当該従たる事務所の所在地において、従たる

事務所の所在地における登記をしなければならない。

主たる事務所

（本店）

新設移転

移転 新設

宗教法人法第５９条：削除

※改正法の施行後、従たる事務所の新設や、移転等があった場合、主たる事務所の所在地を管轄

する法務局で登記を行う。

従たる事務所Ｂ

（支店）

従たる事務所Ｃ

（支店）
従たる事務所Ａ

（支店）

↓

変更のない場合、手続不要 従たる事務所の所在地での登記は不要

（参考資料）


